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河道内土砂の有効利用 

－河川砂利等の採取希望者を募集します－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞   

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  

   電話 ０８６－２２３－５１９４(管理第一課直通) 

   FAX ０８６－２３４－２２９８ 

        総括保全対策官 柏 原

かしはら

 良 彦

よしひこ

（内線３０８） 

管理第一課長  野津

の つ

 善

よし

英

ひで

（内線３３１）    

 

国土交通省 岡山河川事務所では、吉井川、百間川及び高梁川（国管理区間）の

洪水等で堆積した土砂により河床が上昇した箇所において、河川内砂利の有効

利用を図るため河川砂利等の採取希望者を募集します。 

 

募集受付期間 ：令和元年 ６月１２日（水）～令和元年 ７月１２日（金） 

掘削予定場所 

＜吉井川＞ 

① 岡山県赤磐市勢力地先・徳富地先     ： 約  170,000m3 

② 岡山県和気郡和気町原地先・益原地先   ： 約  100,000m3 

＜百間川＞ 

③ 岡山県岡山市中区原尾島、米田地先    ：  約  24,000m3 

＜高梁川＞ 

④岡山県倉敷市水江地先・酒津地先     ： 約  300,000m3 

   ⑤岡山県総社市清音古地地先・秦地先    ： 約  340,000m3 

掘削予定期間 ： 令和元年度 許認可日から令和３年３月まで 

 



位置図（吉井川）位置図（吉井川）位置図（吉井川）位置図（吉井川）

②② ②②
和
気
町

和
気
町

和
気
町

和
気
町
原
地
先

原
地
先

原
地
先

原
地
先
・・ ・・
益益 益益
原
地
先

原
地
先

原
地
先

原
地
先

①① ①①
赤
磐
市

赤
磐
市

赤
磐
市

赤
磐
市
勢
力
地
先

勢
力
地
先

勢
力
地
先

勢
力
地
先
・・ ・・
徳
富
地
先

徳
富
地
先

徳
富
地
先

徳
富
地
先



位置図（位置図（位置図（位置図（百間百間百間百間川）川）川）川）

➂岡山市中区原尾島・米田地先➂岡山市中区原尾島・米田地先➂岡山市中区原尾島・米田地先➂岡山市中区原尾島・米田地先



位置図（高梁川）位置図（高梁川）位置図（高梁川）位置図（高梁川）

⑤⑤ ⑤⑤
総
社
市
秦
地
先

総
社
市
秦
地
先

総
社
市
秦
地
先

総
社
市
秦
地
先

④④ ④④
倉
敷
市

倉
敷
市

倉
敷
市

倉
敷
市
水
江
地
先

水
江
地
先

水
江
地
先

水
江
地
先
・・ ・・
酒
津
地
先

酒
津
地
先

酒
津
地
先

酒
津
地
先



  

岡山河川事務所が実施する吉井川、百間川及び高梁川河道掘削箇所における砂利採取の 

募集について 

 

 

１．応募の趣旨 

国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所では、令和元年度より吉井川、百間川及び高梁川に

おいて河道内の土砂の掘削を予定しています。掘削の実施にあたっては、平常時の河川水位以上

である陸上部の掘削を基本とし、河川環境にも配慮しながら行うこととしております。 

一方で、掘削に伴い発生する土砂（以下、「発生土」という。）を効率的に処理するため、その

有効活用を図ることが必要となっています。 

ついては、発生土の有効利用の観点から、岡山県知事より砂利採取業者登録証の交付を受け 

ており砂利採取（砂利の販売等）をお考えの方を対象に、砂利採取の募集をします。 

 

２．予定工期等 

＜吉井川＞ 

予定工期：令和元年 ６月 ～ 令和３年 ３月まで 

掘削箇所：①岡山県赤磐市勢力地先・徳富地先         ： 約  170,000m3 

     ②岡山県和気郡和気町原地先・益原地先       ： 約  100,000m3 

＜百間川＞ 

予定工期：令和元年 ６月 ～ 令和３年 ３月まで 

掘削箇所：③岡山県岡山市中区原尾島、米田地先        ： 約  24,000m3 

 

＜高梁川＞ 

予定工期：令和元年 ６月 ～ 令和３年 ３月まで 

掘削箇所：④岡山県倉敷市水江地先・酒津地先         ： 約  300,000m3 

     ⑤岡山県総社市清音古地地先・秦地先        ： 約  340,000m3 

 

土  質：今後土質調査を実施予定 

  

３．応募要件 

（１）応募できる方 

令和元年 ４月～令和３年 ３月の間に砂利の販売等を目的に上記の掘削場所において発生土の

採取を希望される方で次の各要件を満たす方。 

① 岡山県知事より砂利採取業者登録証の交付を受けていること（又は令和元年 ６月までに交

付見込みであること） 

② 実施にあたっては、別途、砂利採取法第１６条に基づく採取計画の認可申請及び河川法第２

５条に基づく土石等の採取許可申請が必要となります。 

※土地造成等を目的(砂利採取(砂利の販売)を目的としない)場合には、別添の「岡山河川事務所が実施する吉井

川、百間川及び高梁川河道掘削に伴う発生土の受入地の募集について」を参照ください。 

 

 



４．募集期間及び方法 

（１）応募期間：募集期間：令和元年 ６月１２日（水）～令和元年７月１２日（金） 

（２）必要書類:次の書類を、郵送又は持込にて提出してください。 

① 砂利採取意向申込用紙 → 様式－Ａ 

② 砂利取業者登録証の写し 

③ 砂利採取業務主任者試験合格証又は認定証の写し 

④ 採取土の搬出先の位置及び搬入ルートを示した地図 

⑤ 採取土の搬出先の土地所有者の同意書等 

⑥ その他 

 

５．応募後 

（１）応募後、申し込み記載の採取予定運搬距離、搬出量等を考慮のうえ候補とし、当事務所に

て選考させて頂きます。 

なお、選考基準としては、候補地までの運搬距離及び他の公共事業等の建設発生土受入状

況、受入量等を総合的に判断し候補を決定します。その結果は、その都度応募者へ通知しま

すが、選考内容に関するお問合せにつきましては公表することは出来ません。 

（２）砂利採取の実施にあたっては、事前に採取計画について調整し、砂利採取法第１６条に基

づく採取計画の認可申請及び河川法第２５条に基づく土石等の採取許可申請を行うことが必

要となるほか、岡山県への土石採取料の納付が別途必要となります。ただし、申請の結果許

可が得られなかった場合には、選定を無効とします。 

なお、採取予定箇所の範囲、掘削断面等の詳細については、別途提供します。 

 

６．その他留意事項等 

① 発生土の搬出及び搬出先での管理日程は、応募者の責任において行っていただきます。 

② 不正な利益(暴力団等の資金獲得活動等)を得る目的で、建設発生土の利用を行う行為は固

く禁止しています。 

③  採取予定時期が出水期（吉井川・百間川（旭川）：６月１５日～１０月１５日、高梁川：６

月１６日～１０月２０日）にかかる場合には、機材の配置等制約が掛かることもあります。 

 

７．問い合わせ及び提出先 

岡山河川事務所 管理第一課 

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町２丁目４番３６号 

ＴＥＬ ０８６－２２３－５１９４（直通） 

ＦＡＸ ０８６－２３４－２２９８ 

 

 

  



 

様式－Ａ 

申込日令和  年  月  日 

 

 

砂利採取「希望申込書」 

 

 

国土交通省中国地方整備局 

岡山河川事務所長  様 

 

 

郵便番号： 

住  所： 

氏  名 

 

 

吉井川 ・百間川・高梁川 河道掘削箇所における砂利採取の希望を申し込みます。 

○砂利採取の予定に関する事項 

砂利採取業者 登録番号 

 

登録年月日 

 

砂利採取業務主任者氏名  

採取土砂の総数量 

立方メートル 

採取した砂利の用途 

□建設業者、□砂利販売業者、□生コンクリート業者、 

□自家消費、□その他（ ） 

搬出先の所在地 

 

採取予定時期 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

○連絡先 

所属名称： 

担当者氏名： 

電話番号：                   (内線) 

 

 

 

 

 

 


